
◎聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律 
（令和二年六月一二日法律第五三号）   

一、 提案理由（令和二年五月二一日・衆議院総務委員会） 

○高市国務大臣 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律案につきまして、

その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 

 電話は、国民の日常生活及び社会生活において、即時性を有する意思疎通を遠隔地に

いながら可能とする基幹的な手段であり、特に、緊急通報を利用することができる手段

として国民の生命財産を保護する等、重要な役割を担っております。 

 しかしながら、聴覚障害者等は、自立した日常生活及び社会生活を送る上で、電話を

利用した意思疎通に困難を伴うといった課題がございます。 

 このような背景を踏まえ、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化を図るため、聴覚

障害者等の電話による意思疎通を手話等により仲介をする電話リレーサービスの適正か

つ確実な提供を確保するなどの措置を講ずる必要があることから、本法律案を提案する

こととした次第でございます。 

 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 

 第一に、総務大臣は、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する基本的な方針

を定めることとしております。 

 第二に、総務大臣は、電話リレーサービスの提供の業務を適正かつ確実に実施できる

者を、その申請により、電話リレーサービス提供機関として指定することができること

とし、業務規律及び監督規律に関する規定を整備することとしております。 

 第三に、電話リレーサービスの提供の業務に要する費用に充てるための交付金を、電

話リレーサービス提供機関に対し交付することとし、当該交付金に係る負担金について、

電話提供事業者に納付を義務づけることとしております。 

 以上のほか、所要の規定の整備を行うこととしております。 

 なお、この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定め

る日から施行することとしております。 

 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。 

 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同を賜りますようお願い申し上げます。 

二、 衆議院総務委員長報告（令和二年五月二八日） 

○大口善徳君 ただいま議題となりました法律案につきまして、総務委員会における審

査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本案は、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化を図るため、聴覚障害者等の電話に

よる意思疎通を手話等により仲介する電話リレーサービスの適正かつ確実な提供を確保

するなどの措置を講じようとするものであります。 

 本案は、去る五月十八日本委員会に付託され、二十一日高市総務大臣から提案理由の

説明を聴取し、二十六日、質疑を行い、これを終局いたしました。 



 質疑終局後、本案に対し、自由民主党・無所属の会、立憲民主・国民・社保・無所属

フォーラム、公明党、日本共産党、日本維新の会・無所属の会及び希望の党の共同提案

により、総務大臣は、基本方針を定めようとするときは、聴覚障害者等その他の関係者

の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならないものとする修正案が提出

され、趣旨の説明を聴取いたしました。 

 次いで、採決いたしましたところ、修正案及び修正部分を除く原案はいずれも全会一

致をもって可決され、本案は修正議決すべきものと決しました。 

 なお、本案に対し附帯決議が付されました。 

 以上、御報告申し上げます。 

〇委員会修正の提案理由（令和二年五月二六日） 

○山花委員 ただいま議題となりました修正案につきまして、提出者を代表いたしまし

て、その内容について御説明申し上げます。 

 本修正案では、総務大臣は、基本方針を定めようとするときは、聴覚障害者等その他

の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならないものとしており

ます。 

 以上が、本修正案の内容であります。 

 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。 

〇附帯決議（令和二年五月二六日） 

 政府は、本法の施行に当たり、次の各項の実施に努めるべきである。 

一 電話リレーサービス提供機関及び支援機関の運営については、聴覚障害者等その他

の関係者の意見を踏まえ、指導監督を行うこと。 

二 電話リレーサービスのオペレーターについては、専門的な技術や知識を要すること

を踏まえ、手話通訳士、手話言語通訳者又はこれらと同等の資格や技能を有する者を

基本とすること。また、オペレーターの養成カリキュラムの策定に当たっては、手話

通訳者及び要約筆記者養成にかかる現行制度及び聴覚障害者等その他の関係者の意見

を踏まえて行うこと。 

三 オペレーター人材を安定的に確保するため、その雇用条件が技能の特性に見合った

適正なものとなるよう、電話リレーサービス提供機関に対して助言を行うこと。 

四 電話リレーサービスに対する国民の理解を深めるための、教育活動、広報活動等に

ついては、地方公共団体、聴覚障害者団体及び聴覚障害者情報提供施設と協力して行

うこと。 

五 電話リレーサービスを用いた緊急通報については、警察、消防等の受理機関が確実

に対応できるよう、地方公共団体等に対して周知徹底を図ること。 

六 電話リレーサービスの利用にかかる聴覚障害者等の経済的負担について検証を行う

こと。 

七 本法の施行の状況について検討を加えるときは、聴覚障害者等その他の関係者の意



見を踏まえること。 

三、 参議院総務委員長報告（令和二年六月五日） 

○若松謙維君 ただいま議題となりました法律案につきまして、総務委員会における審

査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化を図るため、国等の責務及び総

務大臣による基本方針の策定について定めるとともに、電話リレーサービス提供機関の

指定に関する制度及び同機関のサービス提供業務に要する費用に充てるための交付金に

関する制度を創設する等の措置を講じようとするものであります。 

 なお、衆議院において、総務大臣は、基本方針を定めようとするときは、聴覚障害者

等その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならないものと

する修正が行われております。 

 委員会におきましては、公共インフラとしての電話リレーサービスの意義、聴覚障害

者等の意見反映の在り方、通訳オペレーターの育成確保策、サービスの普及に向けた周

知、広報の重要性等について質疑が行われました。 

 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきもの

と決定いたしました。 

 なお、本法律案に対し附帯決議が付されております。 

 以上、御報告申し上げます。 

〇附帯決議（令和二年六月四日） 

 政府は、本法施行に当たり、次の事項についてその実現に努めるべきである。 

一、電話リレーサービス提供機関及び支援機関の運営については、聴覚障害者等その他

の関係者の意見を踏まえ、指導監督を行うこと。 

二、電話リレーサービスのオペレーターについては、専門的な技術や知識を要すること

を踏まえ、手話通訳士、手話言語通訳者又はこれらと同等の資格や技能を有する者を

基本とすること。また、オペレーターの養成カリキュラムの策定に当たっては、手話

通訳者及び要約筆記者養成にかかる現行制度及び聴覚障害者等その他の関係者の意見

を踏まえて行うこと。 

三、オペレーター人材を安定的に確保するため、その雇用条件が技能の特性に見合った

適正なものとなるよう、電話リレーサービス提供機関に対して助言を行うこと。 

四、電話リレーサービスに対する国民の理解を深めるための、教育活動、広報活動等に

ついては、地方公共団体、聴覚障害者団体及び聴覚障害者情報提供施設と協力して行

うとともに、電話リレーサービスによる本人確認など聴覚障害者等が電話をより一層

円滑に利用できるよう、通話の相手方の理解促進と利用環境の整備に努めること。 

五、電話リレーサービスを用いた緊急通報については、警察、消防等の受理機関が確実

に対応できるよう、地方公共団体等に対して周知徹底を図ること。 

六、電話リレーサービスの利用にかかる聴覚障害者等の経済的負担について検証し、そ



の結果に基づいて必要な措置を講ずること。 

七、本法の施行の状況について検討を加えるときは、聴覚障害者等その他の関係者の意

見を踏まえること。 

  右決議する。 

 


